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【国際特許分類】
   Ｇ０６Ｆ   3/041    (2006.01)
   Ｇ０６Ｆ   3/045    (2006.01)
   Ｇ０６Ｆ   3/046    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０６Ｆ   3/041   ３８０Ｂ
   Ｇ０６Ｆ   3/041   ３５０Ｆ
   Ｇ０６Ｆ   3/045   　　　Ｂ
   Ｇ０６Ｆ   3/046   　　　Ａ
   Ｇ０６Ｆ   3/041   ３３０Ｂ
   Ｇ０６Ｆ   3/041   ３３０Ｈ
   Ｇ０６Ｆ   3/041   ３３０Ｊ

【手続補正書】
【提出日】平成21年12月11日(2009.12.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　指示位置を入力するための第１の入力手段と第２の入力手段を備え、前記第２の入力手
段は位置指示器によって位置指示が行われる座標入力装置において、
　前記第１の入力手段に入力された指示位置の補正を行うための補正手段と、
　前記位置指示器によって前記第２の入力手段への指示位置の入力が行われたことを判別
するための判別手段と、
　前記判別手段からの出力に基づいて前記位置指示器によって前記第１の入力手段へ入力
された指示位置と前記第２の入力手段へ入力された指示位置との関係を補正情報として記
憶するための記憶手段と、
　前記記憶手段に記憶された前記補正情報に基づいて前記補正手段による前記第１の入力
手段に入力された指示位置の補正が行われるようにした
　ことと特徴とする座標入力装置。
【請求項２】
　前記補正情報は、前記第１の入力手段へ入力された指示位置と前記第２の入力手段へ入
力された指示位置との差分値である
　ことを特徴とする請求項１記載の座標入力装置。
【請求項３】
　前記補正情報は、前記第２の入力手段へ入力された指示位置に基づき、前記第１の入力
手段へ入力された指示位置から算出されるパラメータ値である
　ことを特徴とする請求項１記載の座標入力装置。
【請求項４】
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　前記補正情報は、前記第１の入力手段へ入力された指示位置の座標に基づく補正テーブ
ルとして記憶する
　ことを特徴とする請求項１、２のいずれかに記載の座標入力装置。
【請求項５】
　前記補正情報は、前記第２の入力手段へ入力された指示位置であり前記第１の入力手段
へ入力された指示位置の座標に基づく補正テーブルとして記憶することを特徴とする請求
項１、２、４のいずれかに記載の座標入力装置。
【請求項６】
　前記補正テーブルは、前記第１の入力手段へ入力された指示位置の補正に用いる第１の
補正テーブルと、前記第１の入力手段へ入力された指示位置の座標ごとに記憶される前記
差分値により構成される第２の補正テーブルとからなり、任意のタイミングで前記第２の
補正テーブルに記憶された情報が前記第１の補正テーブルの情報に上書きされる
　ことを特徴とする請求項４，５記載の座標入力装置。
【請求項７】
　前記任意のタイミングは、内蔵時計の計時、若しくは使用者の指示、またはシステムの
起動を検出して抽出される
　ことを特徴とする請求項６に記載の座標入力装置。
【請求項８】
　前記第１の入力手段は感圧センサーであり、前記第２の入力手段は電磁誘導方式のセン
サーである
　ことを特徴とする請求項１～７のいずれか一つに記載の座標入力装置。
【請求項９】
　前記電磁誘導の方式センサーにより前記第２の入力手段へ入力された指示位置が検出さ
れた際には、同時に前記感圧センサーにより前記第１の入力手段へ入力された指示位置の
検出も行われ、前記電磁誘導の方式センサーの出力と前記感圧センサーの出力とが比較さ
れて前記補正情報が取り出される
　ことを特徴とする請求項８記載の座標入力装置。
【請求項１０】
　前記第１及び第２の入力手段にさらに表示装置が重ねて設けられ、前記表示装置に所定
部の表示を行う
　ことを特徴とする請求項１～９のいずれかに記載の座標入力装置。
【請求項１１】
　前記第１及び第２の入力手段には、同時に入力可能な位置指示器により前記第１及び第
２の入力手段の所定部、若しくは全面に相当する範囲に入力を指示するための表示を行う
ことにより、前記補正情報をえることを特徴とする請求項１～１０のいずれかに記載の座
標入力装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　上記課題を解決し、本発明の目的を達成するため、請求項１に記載された座標入力装置
は、指示位置を入力するための第１の入力手段と第２の入力手段を備え、第２の入力手段
は位置指示器によって位置指示が行われる座標入力装置において、第１の入力手段に入力
された指示位置の補正を行うための補正手段と、位置指示器によって第２の入力手段への
指示位置の入力が行われたことを判別するための判別手段と、この判別手段からの出力に
基づいて位置指示器によって第１の入力手段へ入力された指示位置と第２の入力手段へ入
力された指示位置との関係を補正情報として記憶するための記憶手段と、この記憶手段に
記憶された補正情報に基づいて補正手段による第１の入力手段に入力された指示位置の補
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正が行われるようにしたことを特徴としている。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　請求項２に記載の座標入力装置においては、補正情報は、第１の入力手段へ入力された
指示位置と第２の入力手段へ入力された指示位置との差分値であることを特徴としている
。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　請求項３に記載の座標入力装置においては、補正情報は、第２の入力手段へ入力された
指示位置に基づき、第１の入力手段へ入力された指示位置から算出されるパラメータ値で
あることを特徴としている。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　請求項４に記載の座標入力装置においては、補正情報は、第１の入力手段へ入力された
指示位置の座標に基づく補正テーブルとして記憶することを特徴としている。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　請求項５に記載の座標入力装置においては、補正情報は、第２の入力手段へ入力された
指示位置であり、第１の入力手段へ入力された指示位置の座標に基づく補正テーブルとし
て記憶されることを特徴としている。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　請求項６に記載の座標入力装置においては、補正テーブルは、前記第１の入力手段へ入
力された指示位置の補正に用いる第１の補正テーブルと、前記第１の入力手段へ入力され
た指示位置の座標ごとに記憶される前記差分値により構成される第２の補正テーブルとか
らなり、任意のタイミングで前記第２の補正テーブルに記憶された情報が前記第１の補正
テーブルの情報に上書きされることを特徴としている。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　請求項７に記載の座標入力装置においては、前記任意のタイミングは、内蔵時計の計時
、若しくは使用者の指示、またはシステムの起動を検出して抽出されることを特徴として
いる。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
　請求項８に記載の座標入力装置においては、第１の入力手段は感圧センサーであり、第
２の入力手段は電磁誘導方式のセンサーであることを特徴としている。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
　請求項９に記載の座標入力装置においては、電磁誘導の方式センサーにより第２の入力
手段へ入力された指示位置が検出された際には、同時に感圧センサーにより第１の入力手
段へ入力された指示位置の検出も行われ、電磁誘導の方式センサーの出力と感圧センサー
の出力とが比較されて前記補正情報が取り出されることを特徴としている。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２２】
　請求項１０に記載の座標入力装置においては、第１及び第２の入力手段には、さらに表
示装置が重ねて設けられ、この表示装置に前記所定部の表示を行うことを特徴としている
。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２３】
　請求項１０に記載の座標入力装置においては、第１及び第２の入力手段には、同時に入
力可能な位置指示器により、第１及び第２の入力手段の所定部、若しくは全面に相当する
範囲に入力を指示するための表示を行うことにより、前記補正情報をえることを特徴とし
ている。
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】削除
【補正の内容】
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